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自宅の近くに、安心して「通う」場所があり、必要に応じて「宿泊」が
でき、緊急時に「訪問」してくれるサービスがあれば、介護のために自
宅を離れるのではなく、これまでどおり住み慣れた場所で暮らし続ける
ことができるのでは？

そんな願いから生まれたのが、平成１８年４月の介護保険制度改正で
新設された地域密着型サービスの一つ

小規模多機能型居宅介護です。

創設の経緯



 小規模多機能型居宅介護では、「通いサービス」を中心に、ご
本人の様態や希望に応じて、「訪問サービス」「宿泊サービス」
といったサービスを組み合わせて、介護が必要になった高齢
者が自宅で継続して生活するために必要な支援を３６５日２４
時間体制で実施。

 利用者の生活スタイルを尊重し、その人らしい暮らしの実現の
ために、家族、友人、近隣住民と協力して、地域の中で継続
的な支援を考える。

サービス概要



運営基準

●登録定員 ２９名以下（最大）

●通いサービス定員 登録定員の２分の１～１８名（最大）

●宿泊サービス定員 通いサービス定員の３分の１～９名（最大）

※各定員は事業所によって異なります。



利用料
利用料は【１ヶ月単位の定額制＋該当する各種加算】となり、介護負担割合

証に基づきサービス費用の１割または２割負担となります。食費、宿泊費、日

常生活費は介護保険外となります。

同一建物に居住していない場合

（自宅等）

要支援１ ３，４０３単位

要支援２ ６，８７７単位

要介護１ １０，３２０単位

要介護２ １５，１６７単位

要介護３ ２２，０６２単位

要介護４ ２４，３５０単位

要介護５ ２６，８４９単位

事業所と同一建物に居住する場合

（有料老人ホーム・サ高住等）

要支援１ ３，０６６単位

要支援２ ６，１９６単位

要介護１ ９，２９８単位

要介護２ １３，６６５単位

要介護３ １９，８７８単位

要介護４ ２１，９３９単位

要介護５ ２４，１９１単位

※１単位あたりの単価は地域区分によって異なります。



●通いサービス

●訪問サービス

●宿泊サービス

利用者は原則、事業所のある市町村の住民の方です。

持っている能力を活かし、ご本人の「暮らし」を継続的に支えていきます。

サービス内容
～三身一体～

一人ひとりの思いやこれまでの生活スタイルに合わせた支援を行います。

なじみの職員がお宅に伺い、安否確認や、身の回りのお世話をいたします。

なじみの場所で、通いの職員が夜間も対応するため、環境の変化も少なく、
安心してご利用いただけます。



「デイサービス（通所介護）」と「通い」の違い

「デイサービス」

施設が決めた時間や提供されるプログラムに合わせて、利用者が日中を過ごすこと

が多く、レクレーション、食事、入浴といった流れがひとつのパッケージとなっている。

「通い」

一人ひとりの暮らし方にあわせて、その人の自宅での一日を思い描いた上で、その

人にとって必要なこと、必要な時間だけを「通い」を通して提供。過ごし方は人それぞ

れで、自分らしい時間の過ごし方をしてもらう。

例） 朝から夕方まで滞在するのではなく、お昼から夕方まで利用される方もお

られます。また、朝から夕食まで食べられる方もおられます。お風呂だけ、

食事だけといったほんの数時間の利用という使い方も可能です。

通いサービス



「ホームヘルプ（訪問介護）」と「訪問」の違い

「ホームヘルプ」

・３０分未満や１時間など、サービスの枠に合わせた利用時間。

・既定のサービス枠に合わせた支援内容。

「訪問」

・服薬管理・安否確認のための数分の訪問や、お互いの関係づくりを目的とした

長時間の訪問等、その人の暮らしぶりに合わせた支援内容。

・回数も、毎日必要な方もいれば、月に数回だけ必要な方等、枠にとらわれない

支援が可能。夜間等の緊急時にも柔軟に対応。

訪問サービス



「ショートステイ」と「宿泊」の違い

「ショートステイ」

あらかじめ利用したい日を決めて予約し、利用。利用したい日が空いていないと

他の施設を予約し、日程を変更をすることとなる。施設の空室状況に応じて利用

の判断をしなくてはならず、本人や介護者の状況の変化に対応しにくい。

「宿泊」

・本当に必要な時に利用でき、突然の泊りにも対応できる。

・通い慣れた場所で顔なじみの職員や利用者がいる安心した環境で泊まれるた

め「いつも利用している場所と違う施設」 「知らない場所」といった認知症の混

乱を深める要因になっていた大きな不安やストレスが軽減。

宿泊サービス



特色・特徴

●「通い」「訪問」「泊まり」どのサービスを利用しても、いつも顔なじみの職員がケ

アを行います。

●少人数登録制のため、家庭的な雰囲気の中で、他の利用者・職員と過ごすこ

とができます。

●月額定額制のため、介護保険利用限度額からはみ出す心配がありません。

（ケアプランによっては限度額超過となることもあります）

●２４時間年中無休なので、いざという時にも対応可能。安心して在宅生活が送

れます。

●介護度が中重度になっても、住み慣れた自宅での生活を可能にします。



●小規模多機能型居宅介護の利用期間中は、他事業所の「デイサービ

ス」「ショートステイ」「訪問介護」等、併用した利用はできません。

●「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「福祉用具

貸与」は併用して利用できます。（介護度に応じた限度額内に限ります）

●ケアマネジャーは当該小規模多機能型居宅介護事業所のものが担当

利用上の注意点



地域連携

●２ヶ月に１回以上、運営推進会議を開催。通いサービス、宿泊

サービスの提供回数等の活動状況を報告。

●自己評価及び外部評価（運営推進委員による）の実施。

結果は利用者、利用者家族及び市町村窓口等での公表。



介護が必要になってもこれまでどおりの生活を実現するためには、ご本人をよ
く知っている地域住民の協力は欠かせません。「支え」「支えられる」関係づく
りのため、地域の皆さんとの交流も大事になってきます。

その一環で当事業所が行っている事業が

●出前講座

●サロン

目的：地域の高齢者の健康づくりを支援するとともに事業所の活動に対す
る理解促進を図るため、職員が事業所で行っている介護予防につ
ながる活動を紹介する。

地域活動









年を重ね、介護が必要になったとしても、誰もが住み慣れた自宅や地域の中
で家族や親しい人たちと共に人生を送りたいと願っています。

小規模多機能型居宅介護とは

そうした願いや望みを叶えるべく、他職種連携のもと、切れ目のない在宅支援
を目指し、日々支援に取り組んでいます。

また近年、複合型として訪問看護と小規模多機能型居宅介護が一体となって
サービスを提供できる【看護小規模多機能型居宅介護】も新設され、在宅支
援の幅が広がりその人らしい暮らしの実現が身近なものとなってきています。

最後に



ご清聴ありがとうございました


